
「
中
央
区
の
ま
ち
づ
く
り
（
市
街

地
再
開
発
事
業
の
闇
）
」
を
連
載
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
ほ
ど
、
16
年
度

か
ら
19
年
度
ま
で
の
予
算
ベ
ー
ス
で
、

超
高
層
ビ
ル
を
建
て
る
「
市
街
地
再

開
発
事
業
」
へ
の
補
助
金
（
税
金
）

が
、
３
９
０
億
円
に
上
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

19
年
度
の
区
の
一
般
会
計
予
算
は

１
０
０
０
億
円
を
超
え
、
基
金
（
貯

金
）
は
６
３
３
億
円
も
あ
り
ま
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
区
立
保
育
園

を
作
ら
な
か
っ
た
り
、
国
保
料
を
引

き
上
げ
た
り
、
弱
者
へ
の
「
差
し
押

さ
え
」
を
強
化
し
た
り
と
、
区
民
に

冷
た
い
区
政
で
す
。

税
金
の
使
い
道
は
ビ
ル
よ
り
人
に
！

「
大
規
模
再
開
発
」
を
優
先
す
る

区
政
か
ら
「
暮
ら
し
・
福
祉
」
を
優

先
す
る
区
政
へ
の
転
換
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
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区民に寄り添い、区政を厳しくチェックします

18
年
度
末
の
基
金
予
定
額
は
、
６

３
３
億
円
で
す
。

基
金
に
は
「
教
育
施
設
整
備
基
金
」

な
ど
使
用
目
的
が
決
め
ら
れ
た
も
の

と
、
区
の
裁
量
で
自
由
に
使
え
る

「
財
政
調
整
基
金
」
と
が
あ
り
ま
す

（
下
表
）
。
財
政
調
整
基
金
は
２
３

３
億
円
も
あ
り
ま
す
。

税
金
を
基
金
に
た
め
込
む
ば
か
り

で
な
く
、
福
祉
や
区
民
サ
ー
ビ
ス
充

実
の
た
め
に
活
用
す
べ
き
で
す
。

基
金
の
内
訳
（
18
年
度
末
）

基
金
総
額
…
６
３
３
億
円

・
財
政
調
整
基
金
…

２
３
３
億
円

・
教
育
施
設
整
備
…

２
４
８
億
円

・
施
設
整
備
基
金
…

１
０
５
億
円

・
減
債
基
金
…

３
億
円

以
上
が
「
主
要
４
基
金
」
と
言
わ

れ
る
も
の
で
、
他
に
「
ま
ち
づ
く
り

支
援
基
金
」
な
ど
６
種
類
あ
り
ま
す
。

市
街
地
再
開
発
事
業
補
助
金

【
16
年
度
】

補
助
金

１
２
４
億
円

一
般
会
計
に
占
め
る
割
合

13
％

【
17
年
度
】

補
助
金

１
３
４
億
円

一
般
会
計
に
占
め
る
割
合

14
％

【
18
年
度
】

補
助
金

３
９
億
円

一
般
会
計
に
占
め
る
割
合

4.3
％

【
19
年
度
】

補
助
金

９
３
億
円

一
般
会
計
に
占
め
る
割
合

９
％

月
島
三
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
の

59
階
（
１
９
９
ｍ
）
マ
ン
シ
ョ
ン
計
画
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中
央
区
で
は
、
経
済
的
な
理
由

に
よ
っ
て
学
校
に
行
く
の
が
困
難

と
認
め
ら
れ
る
児
童
・
生
徒
に
対

し
て
、
「
就
学
援
助
費
」
の
支
給

を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
学
校
教
育
法
に
基
づ
く

も
の
で
、
生
活
保
護
法
に
基
づ
く

教
育
扶
助
費
と
は
違
い
ま
す
。

特
別
支
援
学
級
等
に
通
う
お
子

さ
ん
に
つ
い
て
も
、
保
護
者
の
経

済
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に

関
す
る
法
律
に
基
づ
く
「
就
学
奨

励
費
」
の
支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

援
助
さ
れ
る
費
用

援
助
さ
れ
る
費
用
は
、
「
学
用

品
費
」
「
通
学
用
品
費
」
「
新
入

学
児
童
生
徒
学
用
品
費
」
「
学
校

給
食
費
」
「
遠
足
費
」
「
部
活
動

費
」
な
ど
で
す
。

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
は
、

「
学
用
品
費
」
「
通
学
用
品
費
」

「
新
入
学
児
童
生
徒
学
用
品
費
」

「
学
校
給
食
費
」
は
、
生
活
保
護

費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

区
内
に
住
み
、
国
公
立
小
中
学

校
に
在
学
し
て
い
る
児
童
生
徒
の

保
護
者
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

（
１
）
現
在
、
生
活
保
護
を
受
け

て
い
る
方

（
２
）
現
在
、
生
活
保
護
を
受
け

て
い
な
い
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

ア
、
生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃

止
さ
れ
た
方

イ
、
区
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減

免
さ
れ
た
方

ウ
、
個
人
事
業
税
が
減
免
さ
れ
た

方
エ
、
国
民
年
金
の
掛
金
が
減
免
さ

れ
た
方

オ
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
が

減
免
ま
た
は
徴
収
が
猶
予
さ
れ

た
方

カ
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ

た
方
（
児
童
手
当
で
は
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
）

キ
、
寡
婦
（
夫
）
控
除
の
み
な
し

適
用
に
該
当
す
る
方

ク
、
世
帯
の
総
所
得
が
基
準
額
未

満
の
方

＊
基
準
額
は
、
世
帯
人
員
や
世
帯

構
成
等
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

申
請
方
法

★
中
央
区
立
の
小
中
学
校
に
在
学

さ
れ
て
い
る
方

毎
年
４
月
上
旬
に
学
校
か
ら
申

請
書
が
渡
さ
れ
ま
す
。
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
学
務
課
学
事
係
へ

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

★
中
央
区
立
以
外
の
国
公
立
小
中

学
校
に
在
学
さ
れ
て
い
る
方

学
務
課
学
事
係
で
申
請
書
を
お

渡
し
し
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
学
務

課
学
事
係
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

年
度
途
中
で
も
申
請
受
付

災
害
や
家
族
の
病
気
等
に
よ
り

著
し
く
所
得
が
減
少
し
た
な
ど
家

庭
の
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

年
度
の
途
中
で
も
申
請
は
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
支
給
は
申
請
月
か
ら

に
な
り
ま
す
。

支
給
時
期

第
１
回
７
月
下
旬

第
２
回
12
月
下
旬

第
３
回
３
月
下
旬

問
い
合
わ
せ
先

学
務
課
学
事
係

３
５
４
６
ー
５
５
１
２

◇

◇

◇

◇

「
お
元
気
で
す
か
」

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
す


